
川
崎
・大
師
地
区
の
海
苔
養
殖
事
業
の
成
立
過
程

新
　
井
　
一　
弘

は
じ
め
に

厄
除
け
大
師
の
所
在
地
と
し
て
知
ら
れ
る
川
崎
市
大
師
地
区
の
臨
海
部
は
、

現
在
、
京
浜
工
業
地
帯
の
中
で
も
全
国
に
知
ら
れ
た
石
油
化
学

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

基
地
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
地
域
は
昭
和
四
六
年
九
月
、
神
奈
川
県
外
四
団
体
Ｃ

と
の
契
約
に
よ
っ
て
川
崎
漁
業
協
同
組
合
の
漁
業
権
が
拠
棄
さ
れ
る
ま
で
、
貝
魚

や
海
苔
の
養
殖
場
が
置
か
れ
て
い
た
。
同
地
域
の
海
苔
養
殖
年
産
高
は
最
高
時
三
七

四
九
万
枚

（昭
和
三

一
年
）
に
達
し
て
お
り

分
）

大
正
期
に
は
海
苔
場
面
積

一
六
万
八
千
五
〇
〇
坪
、
年
生
産
額
五
〇
万
円

（
大
正
九
年
）
を
記
録
し
分
》
、

「
長
十
郎
梨
」
↑
）
に
代
表
さ
れ
る
果
実
生
産
と
共
に
京
浜
の
地
場
産
業
の

一

つ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
東
京
と
横
浜
と
い
う
大
都
市
に
近
接
し
た
地
域
で
の
、
一
地
場
産

業
が
成
立
し
て
ゆ
く
過
程
を
考
察
の
対
象
と
し
、
そ
の
中
で
近
代
初
頭
に
お
け

る
国
家
と
地
域
の
歴
史
的
関
係
の
把
握
を
主
要
な
課
題
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、伝
統
的
な
海
面
利
用
が
産
業
と
し
て
成
立
す
る
契
機
に
、地
域
の
人
々
が
切
り

開
き
、
蓄
積
し
た
軌
跡
へ
の
、
明
治
政
府
の
集
権
的
地
方
体
制
と
の
関
わ
り
を

重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
は
当
時
の
人
々
に
と

っ
て
厳
し
い
現
実
課
題
で
あ

っ
た

国
家
と
国
民
の
基
本
的
関
係
に
歴
史
の
視
点
を
置
く
こ
と
で
も
あ
る
。

ど
こ
で
も
過
去
の
地
域
相
は
確
か
に
特
殊
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
特
殊
相
を
歴

史
科
学
の
対
象
と
し
た
と
き
、
地
域
に
刻
む
重
層
の
嚢
が
日
本
史
の
普
遍
的
断

面
と
し
て
登
場
し
、
地
域
変
化
の
契
機
に
国
家
や
経
済
構
造
分
析
が
条
件
と
さ

れ
、
自
己
完
結
的
な
郷
土
史
世
界
や
既
成
の
日
本
史
像
を
前
提
と
し
た
地
方
史

と
は
異
質
な
分
野
か
ら
の
歴
史
像
構
築
が
迫
ら
れ
て
く
る
。

そ
れ
は
同
時
に
、
近
代
国
家
と
大
資
本
に
よ
る
強
制
が
極
め
て

一
般
的
で
あ

る
現
代
に
お
い
て
、　
一
つ
の
地
域
の

『
過
去
』
と

『
現
代
』
と
の
対
話
が
、
共

通
し
た
歴
史
課
題
認
識

（こ
こ
で
は
住
民
と
海
の
関
係
）
を
つ
う
じ
て
可
能
と
な

る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
代
が
未
来
に
と
っ
て
歴
史
で
あ
る
以
上
、現
代
の
地
域
の

も

つ
現
実
課
題
を
過
去
か
ら
引
き
出
し
、
歴
史
と
し
て
位
置
づ
け
る
作
業
で
も

あ
る
。

こ
の
地
域

の
海
苔
養
殖
な
ど
の
地
場
産
業

は
、
現
在
、
コ
中
り
』
と
僅
か
な

生
産
用
具
、
そ
し
て
大
師
境
内
に
二
つ
の

『
碑
』
３
を
残
す
に
す
ぎ
な
い
。
ま

た
住
民
の
大
部
分
も
そ
の
産
業
に
関
わ
る
体
験
を
も
た
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
複
合
汚
染
と
企
業
の
専
有
以
前
Ｃ
に
お
け
る
、
こ
の
地
の

『海
』

と
人
々
の
歴
史
を
確
認
す
る
意
義
は
、
東
京
湾
臨
海
部
再
開
発
が
国
と
大
資
本

の
青
写
真
に
よ

っ
て
進
行
し
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
地
域
再
生

へ
の
展
望
の

み
な
ら
ず
、
国
土
と
国
民
の
関
係
の
視
野
に

一
課
題
を
呈
す
る
の
も
確
か
で
あ

′

つ

。

本
稿
の
扱
う
明
治
維
新
か
ら
三
新
法
施
行
ま
で
の
間
は
、
後
の
京
浜
地
帯
化

の
歴
史
に
直
接
関
わ

っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
検
討
に
あ
た

っ
て
避
け
て
通
れ

な
い
視
角
を
示
唆
し
う
る
と
期
待
し
、
問
題
点
を
含
み
な
が
ら
の
拙
論
を
形
と

し
、
関
心
者
各
位
の
厳
し
い
批
判
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

０
　
多
摩
川
河
口
の
自
然
、
地
理
条
件
と
海
面
入
会
慣
行
に
つ
い
て

本
題
に
立
ち
入
る
前
に
考
察
対
象
地
域
の
自
然
状
況
、
地
理
的
位
置
、
お
よ
び

そ
こ
で
の
入
会
慣
行
に
つ
い
て
の
概
観
を
視
野
に
お
き
た
い
、
ま
ず
多
摩
川
河

身
改
修
事
業
や
京
浜
運
河
開
削
事
業
こ
に
よ
る
人
工
改
造
以
前
の
多
摩
川
河
口

付
近
の
自
然
状
況
を
特
徴
づ
け
る
と
、
武
甲
の
山
な
み
を
水
源
と
し
た
多
摩
川

の
豊
か
な
水
量
と
土
砂
が
広
大
な
寄
り
洲
や
干
満
差
の
激
し
い
遠
浅
な
海
岸
線

と
鹸
淡
水
質
の
水
面
を
絶
え
ず
造
り
出
し
、
魚
貝
や
海
藻
の
繁
殖
に
最
適
な
自

然
条
件
と
な

っ
て
い
た
。

ま
た
、

江
戸

（東
京
）
の
中
心
地

へ
の
距
離
が
二
五
キ
ロ
以
内
で
あ
る
大
師

と
そ
の
周
域
の
農
業
生
産
、
と
り
わ
け
商
品
作
物
の
発
展
に
と

っ
て
大
都
市
の

消
費
需
要
と
の
結
び
付
き
が
つ
よ
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
位
置
と
東
京
湾

に
面
し
、
多
摩
川
の
最
下
流
域
と
い
う
自
然
条
件
を
利
し
た
伝
統
的
な
生
産
と

流
通
に
成
り
た
つ
地
域
形
成
は
既
に
江
戸
時
代
か
ら
根
を
張
り
始
め
て
い
る
８
。

と
こ
ろ
で

「
古
来
よ
り
の
仕
来
り
」
Ｏ
と
い
う
磯
付
き
村
の
入
会
貝
藻
猟
の

起
源
は
不
明
で
あ
る
が
、
自
然
が
作
り
出
す
磯
、
海
岸
線
の
変
化
に
よ
る
不
確
定
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な
海
面
が
根
付
き
村
の
共
同
利
用
を
生
み
出
し
、
林
場
の
代
用
と
し
て
農
業
の

再
生
産
を
支
え
、
村
存
続
の
保
証
条
件
と
な

っ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ

っ
た
。

ま
た
磯
つ
き
組
合
村
の
自
主
管
理
に
よ
る
入
会
貝
藻
猟
が
永
年
の
幕
府
支
配
と

の
対
抗
を
と
う
し
て
蓄
積
し
た
伝
統
的
遺
産
で
あ

っ
た
こ
と
は
天
保

一
三
年

含

八
四
二
）

一
一
月
の

「済
口
証
文
」
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
と
な
る
。
当
時
、

入
り
組
み
関
係
に
あ

っ
た
漁
村
九
カ
浦
と
海
付
き
十
二
カ
村
が
海
面
利
用
を
め

ぐ

っ
て
争
い
、
幕
府
評
定
所
の
裁
可
を
以
て
決
着
し
た
こ
の
和
解
書
で
は
、
０

貝
類
の
江
戸
廻
し
、
売
買

の
公
認
、
０
舟

の
所
有
と
操
業

の
公
認
、
い

漁

場
、
漁
具
の
村
方
管
理
や
入
会
仕
来
り
な
ど
慣
習
ど
う
り
、
な
ど
農
村
側
の
主

張
が
全
面
的
に
成
文
化
さ
れ
て
い
る
。
商
品
経
済
の
発
展
と
幕
府
の
農
間
余
業

取
り
締
ま
り
強
化
の
な
か
で
の
、
こ
の
事
件
の
経
過
と
決
着
の
歴
史
的
意
義
は

封
建
制
度
の
解
体
を
問
題
と
す
る
時
、
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
Ｏ
ｏ

武
蔵
国
荏
原
郡
と
橘
樹
郡
に
ま
た
が
る
こ
の
入
会
関
係
村
も
明
治
維
新
を
む

か
え
、
郡
が
府
県
域
編
成
の
単
位
と
さ
れ
た
結
果
、
新
た
な
編
成
を
迫
ら
れ
て

く
る
。
府
藩
県
三
治
制
に
よ
る
支
配
入
り
組
み
の
な
か
で
、
既
に
多
摩
川
の
中

洲
に
品
川
県
と
神
奈
川
県
の
境
界
杭
が
打
ち
込
ま
れ

（明
治
三
年
四
月
）
、
河

国
の
羽
田
村

（荏
原
～
北
岸
）
と
大
師
河
原
村

（橘
樹
～
南
岸
）
の
間
で
旧
慣

遵
守
を
申
し
合
わ
せ
た

「為
替

一
札
」
を
作
成
し
た
の
も
、
入
会
分
断
へ
の
警

戒
に
外
な
ら
な
い
０
。
そ
し
て
明
治
四
年
七
月
の
廃
藩
置
県
に
よ

っ
て
荏
原
郡

は
東
京
府

へ
、
橘
樹
郡
は
神
奈
川
県

へ
と
行
政
区
域
を
異
に
す
る
に
至
り
、
伝

統
的
産
業
様
式
で
あ
る
入
会
も
再
編
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

大
師
地
域
は
横
浜
開
港
以
来
、
既
に
神
奈
川
奉
行
所
の
取
締
り
区
域
の
北
限

に
位
置
し
、
明
治
維
新
政
府
の
神
奈
川
県
治
体
制
に
引
き
継
ぎ
、
く
み
こ
ま
れ
、

明
治
四
年
四
月

「府
藩
県

一
般
戸
籍
ノ
法
改
正
」
で
神
奈
川
県
の
戸
籍
区
画
設

置
下
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
幕
府
支
配
期
に
端
緒
を
も

つ
取
締
組

合
の
行
政
組
織
化
～
領
取
締
組
合
、
寄
場
組
合
、
領
組
合
～
を
通
じ
て
で
あ
る

が
、
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
こ
の
寄
場
組
合
の
行
政
機
能
化
は
二
重
の
領
主
権

の
存
在
っ
と
す
ら
映
る

一
方
で
、
組
合
村
内
外
の
諸
問
題
に
調
停
機
能
を
担
い

そ
の
総
代
は

「
地
頭
」
が
ご
と
き
権
威
を
付
与
さ
れ
た
と
い
う
３
ｏ

こ
の
時
期
の
大
師
地
域

へ
の
関
わ
り
を
あ
げ
る
な
ら
、
０
嘉
永

六
年

の
七

稲
荷
新
田
、
名
主
交
替
、
帳
簿
公
開
騒
動
、
０
同
年
の
漁
民
に
よ
る
入
会
員
猟

妨
害
事
件
、
い
文
久
三
年
の
多
摩
川
寄
洲
帰
属
を
め
ぐ
る
荏
原
郡
と
橘
樹
郡
紛

争
、
０
維
新
政
府

へ
の
池
上
新
田
名
主
不
正
取
締
出
願
問
題
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る

０
。
巨
視
的
に
は
幕
末
期
と
く
に
開
港
以
来
、
緊
張
し
た
政
治
状
況
の
中
で
、

経
済
混
乱
と
増
大
し
た
課
役
負
担
や
地
域
治
安

へ
の
対
処
、
他
域
と
の
調
整
、

村
落
秩
序
維
持
に
あ
た
り
、
③
慶
応
三
年
の
川
崎
宿
農
兵
隊
の
結
成
、
い
維
新

後
の
横
浜
水
道

へ
の
川
崎
用
水
分
水
問
題
な
ど
に
も
主
導
的
な
役
割
を
担
い
３
、

当
然
、
海
付
き
組
合
村
に
も
指
導
的
位
置
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
ｃ

大
師
地
域
の
海
苔
場
関
係
文
書
が
そ
の
後
の
自
然
災
害
や
都
市
化
に
よ

っ
て

同
地
か
ら
失
わ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
川
崎

（領
、
宿
）
組
合
総
代
、
さ
ら
に
四

大
区
区
長
を
歴
任
し

「
海
苔
養
殖
紀
功
之
碑
」
３
に
創
業
功
労
者
と
し
て
名
を

刻
む

「
添
田
知
通
」
家
文
書
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
は
、
幕
末

・
維
新
期
に

お
け
る
上
記
の
関
係
を
視
野
と
し
て
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
で
、
以
下

「添
国
家

文
書
」
０
を
中
心
に
検
討
を
す
す
め
た
い
。

口
　
維
新
政
府
と
海
苔
場
開
設
期
の
諸
問
題

―

入
会
慣
行
と

「
海
面
借
区
」

橘
樹
郡
大
師
河
原
村
ら

一
〇
ケ
村
に
よ
る
二
万
坪
の

「
海
苔
そ
だ
試
建
願
」

が
提
出
さ
れ
た
の
は
廃
藩
置
県
に
よ
る
神
奈
川
県
が
成
立
し
た

一
ケ
月
後
の
明

治
四
年

（
一
八
七

一
）
八
月
の
こ
と
で
直
ち
に
認
可
と
な

っ
て
い
る
。
設
置
場

所
は
多
摩
川
河
口
南
岸
の
大
師
河
原
、
川
中
島
、
六
稲
荷
新
田
、
七
稲
荷
新
田

四
ケ
村
下

の
海
面
で
、
共
願
の
六
ケ
村
、
大
島
、
渡
田
、
小
田
、
下
新
田
、
潮
田
、

菅
沢

（す
べ
て
川
崎
組
合
）
と
の
入
会
海
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
天
保
期

「
済

口
証
文
」
に
名
を
連
ね
た
東
京
府
荏
原
郡
羽
田
以
北
及
び
鶴
見
川
以
南
の
橘
樹

郡
の
各
村
を
除
外
し
、
多
摩
川
～
鶴
見
川
間
の
村
だ
け
の
新
た
な
組
合
が
成
立

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
間
の
経
緯
を
語
る
の
が
同
年
、
稲
荷
新
田
外

ニ
カ
村
か
ら
組
合
村
村
役
人
に
宛
て
た

『海
苔
試
建
之
儀

二
付
詫

一
札
』
３
で

あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
前
年
、
一削
記
四
カ
村
下
の
海
面
に
海
苔
場
開
設
を
出
願
し
た
東
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京
府
民
に
組
合
村
の
合
意
を
え
ず
許
諾
し
た
こ
と
を
謝
罪
し
、
文
久
三
年
の
荏

原
郡
と
の
紛
争
時
、
六
カ
村
の
連
帯
に
よ
る
入
会
主
張
が
決
着
を
有
利
と
し
た

こ
と
を
確
認
し
、
今
後
は
組
合
協
議
に
よ
る
海
面
利
用
を
約
し
て
い
る
。
と
す

れ
ば
既
に
幕
末
期
に
お
い
て
荏
原
郡
の
六
郷
領
と
橘
樹
郡
川
崎
領
の
海
付
き
村

が
対
抗
関
係
に
あ

っ
た
こ
と
に
な
り
、
磯
付
き
村
の
入
会
慣
行

（天
保
期
）
も

公
儀
権
威
の
低
下
と
領
組
合
機
能
強
化
の
な
か
で
地
域
利
害
を
根
に
分
解
し
て

い
た
事
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
規
制
と
調
停
の
機
能
が
川
崎
宿
寄
場
組
合

（大

組
合
）
を
引
き
継
ぐ
川
崎
組
合
に
あ
る
の
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
明
治
維
新
に
よ
る
遷
都
、
成
辰
戦
争
の
終
結
と
激
変
期
を
経
た
東

京
で
は
、
旧
来
か
ら
海
苔
場
特
権
を
も

つ
大
森
村
ら
の
増
設
に
つ
づ
い
て
、
明

治
三
年
、
荏
原
郡
の
羽
田
村
も
海
苔
場
免
許
を
う
け
る
が
、
神
奈
川
で
の
試
建

に
つ
い
て
、
こ
の
段
階
で
の
紛
争
は
み
ら
れ
な
い
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
廃
藩

置
県
以
前
に
、
こ
の
地
方
で
の
産
業
上
の
封
建
規
制
の

一
つ
が
府
県
認
可
に
よ

っ
て
解
除
さ
れ
て
い
た
事
で
あ
り
っ
、
そ
の
背
景
が
問
題
と
な
る
。

東
京
を
首
都
と
し
た
維
新
政
府
に
と

っ
て
開
港
地
横
浜
と
の
間
、
京
浜
は
開

港
以
来
の
外
交
政
治
上
重
要
な
位
置
付
け
を
占
め
て
お
り
、
中
央
政
府
の
政
策

課
題
を
担
う
東
京
府
と
神
奈
川
県
の
施
策
が
民
意
の
吸
収
に
慎
重
で
あ

っ
た
の

は
当
然
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
時
期
、
御

一
新
、
諸
制
改
革
を
う
け
諸
地
域
の

様
々
な
要
求
が
そ
の
窓
口
に
集
中
し
、
こ
の
後
も
海
岸
地
域
の
村
方
集
議
を
へ

た

一
〇
カ
村
下
三
五
〇
町
歩
開
発
計
画
や
堤
防
修
繕
費
の
国
庫
負
担
要
求
な
ど

と
な
り
、
県
を
通
じ
て
中
央
に
具
申
、
裁
決
さ
れ
て
い
る
の
。
そ
れ
は
県
治
に

と

っ
て
外
交
上
の
配
慮
に
た
つ
横
浜
水
道
分
水
問
題
や
東
京
横
浜
間
鉄
道
敷
設

な
ど
政
策
事
業
遂
行
が
課
題
視
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
ａ
。
そ
こ
で
は
地
域
要
求

の
可
否
に
よ
る
結
果
を
含
め
、
旧
慣
秩
序
的
自
治
に
た
つ
村
組
合
組
織
の
機
能

が
重
視
さ
れ
、
組
合
を
背
景
と
し
た

「海
苔
場
開
設
試
建
」
承
認
の
政
策
意
図

と
開
明
姿
勢
も
こ
こ
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
四
年
に
は
川
崎
組
合
が

反
対
し
続
け
て
い
た
農
業
用
水
の
横
浜
分
水
問
題
も
決
着
し
っ
、
翌
年
に
は
鉄

道
も
開
業
を
迎
え
て
い
る
。

次
に
こ
の
海
苔
場
の
運
用
と
問
題
点
を
と
り
あ
げ
る
。
十

一
カ
村
①
の
村
役

人
連
印
に
よ
る

「議
定
之
事
」
で
は
立
地
二
万
坪
、
柵
数
四
八
〇
、
そ
だ
六
万

本
を
建
坪

一
万
坪
づ
つ
石
高
と
家
数
に
割
、
海
苔
十

一
カ
村
組
合
の
内
、
大
師

組
合
五
カ
村
が
七
割
請
け
、
三
割
を
六
カ
村
請
け
と
し
五
カ
村
の
村
毎
に
柵
数

を
き
め
、
さ
ら
に
稼
人
は
経
費
負
担
の
外
、
冥
加
永
や
地
代
金
と
し
て
取
り
揚

げ
、
一局
の
十
分
の

一
を
村
役
人
に
差
し
出
し
、
遣
払
過
不
足
の
清
算
は

一
同
立
ち

合
い
と
し
、
志
願
発
起
人
へ
の
示
談
金
五
〇
〇
両
も
組
合
村
の
柵
数
に
割
合
い

建
て
方
望
み
人
の
な
い
村
で
は
小
前
割
渡
し
、
永
続
の
見
込
み
は
来
春
の
集
議

と
な

っ
て
い
る
。
上
記
の
内
容
は
海
苔
場
海
面
の
根
付
き
村
と
他
村
の
割
合
が

川
崎
組
合
の
調
整
を
推
定
さ
せ
る
が

「
稼
ざ
人
」
が
租
税
と
地
代
金
、
村
用
費

な
ど
の
経
済
負
担
を
背
負
い
な
が
ら
、
村
請
的
入
会
規
制
下
に
お
か
れ
、
村
の

運
営
や
組
織
に
従
属
し
、
個
人
営
業
者
の
自
立
性
を
欠
落
し
て
産
み
出
さ
れ
る

結
果
と
な

っ
た
。
こ
れ
は
旧
態
の
村
秩
序
を
そ
の
ま
ま
産
業
体
制
に
組
み
込
む

こ
と
と
な
り
、
村
役
人
層
の
海
苔
場
運
用

へ
の
指
導
権
掌
握
を
可
能
と
し
た
。

こ
の
建
て
場
は
そ
の
後
も
入
会
関
係
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
が

名
添
国
家
文
書
』

に
五
年
と
六
年
と
地
代
金
の
割
合
が
記
さ
れ
て
い
る
）、
そ
の
後
明
治
六
年
に

は
三
万
坪
が
増
設
さ
れ
て
い
る
。

明
治
八
年

（
一
八
七
五
）
二
月
、
政
府
は
太
政
官
布
告

一
九
号
で

「
海
面
借

区
制
」
、
同
二
三
号

「
雑
税
廃
止
」
、
四
月
の
同
二
五
号

「
国
役
金
、
堤
防
費

廃
止
」
と
土
地
と
租
税
に
関
す
る
重
要
な
指
示
を
打
ち
出
し
、
九
月
に
は
租
税
を

国
税
、
賦
金
を
府
県
税
と
改
称
し
て
い
る
。

そ
れ
は
二
月
の

「
地
租
改
正
事
務
局
」
設
置
後
の
事
業
進
展
に
伴
う
賦
金
対

象
に
関
係
し
、
神
奈
川
県
で
は
二
月

「
二
三
号
達
」
を
以
て

「
海
面
区
画
し
捕

魚
採
藻
ス
ル
者

ハ
官
庁

二
借
用
ヲ
届
出
ル
コ
ト
」
、　
〓

一月
に
同
月
の
太
政
官

布
告

一
九
五
号
、
二

一
五
号
２
を
う
け

「税
額
ヲ
以
テ
借
用
料

二
引
キ
直
ス
」

と
し
て
い
る
。
こ
の
過
程
は
地
租
改
正
事
業
を
柱
と
し
た
国
家
と
地
方
の
財
政

基
盤
の
確
立
が
府
県
体
制
の
整
備
を
伴
い
な
が
ら

一
挙
に
進
行
し
た
こ
と
を
示

し
て
お
り
、
第

一
回
地
方
官
会
議
の
開
催
に
よ
る
民
会
問
題
討
議

（
六
月
）
ゃ

神
奈
川
県
で
の
大
区
区
長
の
県
会
開
催

（
五
月
）
な
ど
政
府
と
地
方
官
に
よ
る

民
意
の
吸
収
、
組
織
化
の
動
向
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。

明
治
八
年

一
二
月
、
大
師
河
原
村
稼
ぎ
人
惣
代
と
四
大
区
二
～
五
小
区

（海

組
合
村
）
の
戸
長
を
申
請
者
と
し
た
七
万
坪
の
官
地
使

用
額

（従
来
の
使
用
料

-4-



一
二
〇
円
余
）

「海
苔
そ
だ
建
地
拝
借
願
」
は
二
一
五
号
に
よ
る
富
送
信
区
権
一

の
確
認
を
求
め
、
神
奈
川
県
に
証
書
下
渡
し
の
形
で
願
い
出
た
文
書
と
推
定
さ

れ
る
。
こ
こ
で
当
初
の
借
地
を
四
万
坪
と
記
し
た
理
由
が
疑
間
と
な
る
が
、
面

長
連
印
の
文
面
に
虚
偽
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
強
い
て
い
え
ば
当
初
年
に

別
の
二
万
坪
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

翌
九
年
二
月
、
県
令
中
島
信
行
る
の
認
証
が
海
面
借
区
確
定
の
出
発
と
な
る

が
、
こ
の
坪
数
は
七
万
五
千
坪
と
な
っ
て
い
る
％
。
こ
の
間
、
従
来
、
入
り
組

状
態
に
あ
っ
た
大
師
河
原
村
外
三
ケ
村

（四
大
区
二
小
区
）
は
明
治
八
年
に
合

併
し
て
一
村
と
な
る

（新
村
名
、
大
師
河
原
村
）が
、
海
苔
場
稼
ぎ
人
の
増
加
が

著
し
く
、
明
治

一
〇
年
代
初
頭
に
は
三
九
八
人
と
な
り
、
明
治
四
年
の
家
数

七
三
二
戸
の
過
半
が
稼
ぎ
人
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
０
。

と
こ
ろ
で
明
治
九
年
七
月
、
政
府
は

「太
達
七
四
号
」
で
二

一
五
号
布
告
の

但
書
を
取
り
消
し
、
改
め
て
官
地
使
用
料
を
府
県
税
と
し
た
上
で
、
そ
の
取
締

り
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
の
慣
習
と
し
た
８
。
維
新
政
権
が
近
代
法
秩
序
を
建

前
に
租
税
体
系
を
軸
と
し
た
府
県
制
強
化
を
意
図
し
な
が
ら
、
旧
慣
を
自
治
の

柱
と
し
た
大
小
区
制
に
よ
っ
て
、
地
租
改
正
を
始
め
と
し
た
政
策
課
題
と
地
方

統
治
が
可
能
な
の
も
現
実
で
あ
り
、
こ
の
時
期
、
官
治
強
化
と
慣
習
的
権
利
の

矛
盾
を
鋭
く
扶
る
事
態
が
地
方
で
の

一
揆
や
反
乱
を
伴
い
な
が
ら
、
様
々
な
形

と
な

っ
て
起
き
て
く
る
の
。

神
奈
川
県
の
認
可
し
た
多
摩
川
河
国
の
借
区
権
に
伝
統
的
な
入
会
海
面
が
含

ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

「
海
面
に
区
画
は
な
い
」
と
の
立
場
に
立
ち
、
入
会

要
求
と
激
烈
な
運
動
を
展
開
し
た
東
京
府
荏
原
郡
の
動
向
も
そ
の

一
つ
に
あ
げ

ら
れ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
農
漁
民
の
慣
習
的
管
理
下
に
置
か
れ
た

「海
辺
」

へ
の
自
治
権
利
が

「官
有
」
を
名
と
し
て

一
方
的
に
奪
わ
れ
た
事
態

へ
の
憤
激

が
あ

っ
た
の
も
確
か
で
あ
る
。

０

　

『
海
面
官
有
』
と

『
三
新
法
』
体
制

荏
原
郡
側
の
旧
慣
遵
守
に
た
つ
入
会
主
張
は
、
九
年
か
ら
の
東
京
府

へ
の
陳

情
を
最
初
と
し
て
、　
三
二
年
二
月
ま
で
連
年
繰
り
返
し
展
開
さ
れ
、
特
に

一

一
年
六
月
に
神
奈
川
県
側
の
借
区
認
可
が
漁
民
の
域
ま
で
拡
大
し
た
後
は
騒
擾

〓
峯
¨，
二
Ｆ

、
麦
え
て
し
ば

ぼ́
入
会
建
行
）、
〓
言
場
■
入
事
件
が
起
き
３
、

そ
ら
ｔ
ｔ
兵
で
は
改
つ
て
涯
債
道
守
を
指
示
し
■
争
〓
選
を
図

っ
て
い
る
。
ま

た
す
．二
で
Ｅ
麦
界
賀
題
は
狩

・
県
間
で
も
一見
筆
を
異
に
し
、
大
久
保
内
務
卿
の

発
揮

一́
主
干
〓

一
〇
年

一
〇
月
、
部
分
的
に
確
定
す
る
が
８
、
そ
の
後
も
羽
田

村
．か
ら
神
奈
川
県
に
入
会
海
面
埋
立
て
が
出
願
さ
れ
る

（
一
三
年

一
月
）
な
ど

模
強

い
権
ｆ
．ゴ
一復
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
一言
コ（で
、
政
府
が

「村
」
と

「
地
域
」
の
自
治
秩
序
の
統
制
、
再
編
に

よ
る
地
方
体
制
確
立
を
緊
急
の
課
題
と
し
た
背
景
の

一
つ
に
は
、
旧
慣
秩
序
の

上

に
百
三

的
地
方
体
制

の
構
築
を
目
指
し
た
矛
盾
状
況
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な

る
ま
い
。

明
治

一
一
年
七
月
、
地
租
改
正
事
業
の
ほ
ぼ
完
了
を
待
ち
、
郡
区
町
村
編
成

法
、
地
方
税
則
、
府
県
会
規
則
の
三
法
が
施
行
さ
れ
た
。

「
郡
区
」
で
は
寄
り

合
い
的
な
大
小
区
制
に
代
わ

っ
て
県
の
出
先
機
関
＝
郡
役
所
が
国
家
委
任
事
務

の
遂
行
と
集
権
的
県
治
体
制
の
貫
徹
を
意
図
に
戸
長
役
場
を
監
督
下
に
お
き
、

そ
の
設
置
位
置
を

「
県
令
之
ヲ
定
ム
」
と
規
制
し
て
行
政
機
関
の
末
端
に
位
置

付
け
、
従
来
の
村
共
同
体
事
務
機
関
の
性
格
を
失
う
起
点
と
さ
れ
た
。
ま
た
県

会
も
従
来
の
村
―
小
区
―
大
区
と
い
う
互
選
、
積
み
上
げ
式
合
議
に
換
え
て
、

少
数
の
財
産
家
の
直
選
と
議
権
の
制
約
に
よ
る
開
催
と
さ
れ
、
官
民
合
意
の
装

置
機
能
と
し
て
地
方
体
制
の

一
角
に
組
み
込
ま
れ
た
。
特
に
そ
の
中
心
と
な
る

県
予
算
の
収
支
審
議
を
地
方
税
則
で
厳
し
く
規
制
し
、
国
庫
の
防
潮
堤
に
位
置

付
け
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
神
奈
川
県
令
野
村
靖
⑫
が
明
治

一
二

（
一
八
七
九
）
年
四
月
、
荏
原

郡
民
の
嘆
願
を
伸
介
し
た
東
京
府

へ
の
回
答
で
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
Ｏ
。
そ

こ
に
は
集
権
統
治
の
障
害
と
な
る
村
落
と
地
域
の
横
断
的
、
伝
統
的
結
合
を
解

体
し
、
官
の
認
定
し
た
以
外
の
慣
行
を
除
外
、
再
編
を
意
図
し
た

「
三
新
法
体

制
」
の
貫
徹
が
声
高
に
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

や
や
長
文
で
あ
る
が
野
村
回
答
書
を
紹
介
し
、
問
題
の
所
在
を
確
か
と
し
た

い
。県

下
橘
樹
郡
大
師
河
原
村
御
府
下
羽
田
部
其
他
入
会
海
面
漁
業
場
ノ
内
、
昨

十
一
年
大
師
河
原
村
等
工
拝
借
許
可
致
シ
候
趣
ヲ
以
テ
羽
田
部
外
六
カ
村
ヨ
リ
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嘆
願
申
出
候

二
付
、
指
揮
振
り
御
承
知
ナ
サ
レ
度
ク
各
月
二
十
七
日
御
照
会
ノ

次
第
承
知
致
シ
候
、
該
件

ハ
去
ル
明
治
八
年
十
二
月
第
百
九
十
五
号
公
布
並

ニ

二
百
十
五
号
公
達
ノ
次
第
モ
コ
レ
有
り
候

二
付
、
従
前
捕
魚
採
藻
等
ノ
為
、
海

面
所
用
致
シ
居
り
候
分

ハ
借
用
料
上
納
ノ
儀
相
心
得
、
所
用
出
願
候
用
同
九
年

一
月
沿
海
各
村
村

工
相
達
シ
爾
来
追
追
所
用
出
願
候
処
、
猶
同
年
第
七
十
四
号

公
達
ノ
趣
旨

ニ
ョ
リ
更

二
営
業
税
徴
集
ノ
儀
ヲ
以
テ
、
捕
魚
税

ハ
漁
船
及
網
等

二
賦
課
シ
、
貝
藻
採
取
税

ハ
其
採
摘
ス
ヘ
キ
海
面
ノ
広
狭

二
依
テ
収
入
ノ
儀
大

蔵
省

二
経
向
ノ
上
、
昨
十

一
年

一
月
該
税
則
布
達

二
及
ビ
候
、
右
ノ
次
第

二
付

先
ズ
以
テ
河
川
所
用
ノ
儀
出
願
致
シ
候
節

ハ
慣
行
等
篤
卜
取
調
べ
、
不
都
合

コ

レ
無
キ
向

ハ
許
可
致
シ
、
而
シ
テ
更

二
納
税
セ
シ
メ
営
業
致
サ
セ
候
儀

ニ
テ
大

師
河
原
村
等
海
面

ニ
テ
貝
藻
採
取
ノ
儀
モ
、
前
条
公
布
並

二
本
県
布
達
等
ヲ
遵

奉
シ
出
願
候
儀

ニ
コ
レ
有
り
、
依
テ
ナ
ル
ベ
ク
慣
行

二
随
イ
コ
レ
ヲ
処
分
候
儀

ニ
テ
、
他
ノ
防
害

二
相
成
ル
可
キ
指
揮
振
リ
ニ
ハ
コ
レ
無
ク
候
間
、
左
様
御
承

知
御
府
下
村
村

二
宣
シ
ク
御
示
諭
相
成
度
、
此
段
御
回
登

二
及
ビ
候
也

明
治
十
二
年
四
月
九
日

神
奈
川
県
令
　
野
村
　
靖

東
京
府
知
事
　
楠
本
　
正
隆
　
殿

ま
た
、
明
治

一
二
年
六
月
、
内
務
省
勧
業
局
長
の
府
県
知
事
宛

「海
面
概
要

調
査
之
件
」
に
よ
る
海
面
利
用
慣
行
の
実
情
調
査
が
行
わ
れ
る
が
、
同
時
に
府

県
税
収
の
確
定
と
関
わ
る
賦
課
対
象
の
海
面
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

生
麦
村
の

「関
国
家
文
書
」
０
に
は
同
年
の
橘
樹
郡

「藻
草
貝
類
採
取
反
別
」

と
し
て
個
々
の
村
下
海
面
面
積
を
書
き
出
し
、
神
奈
川
町
～
大
師
河
原
村
間

一

一
町
村
の
凡
三
二
〇
町
歩

（大
師
河
原
村
が

一
〇
〇
町
歩
）
を
入
会
海
面
と
記

し
て
い
る
。
こ
の
記
録
は
同
年
六
月
の
県
甲
達
三
号

「
補
魚
採
藻
営
業
税
則
」

～
採
藻
貝
類
採
取
、
凡
海
面

一
〇
町
歩
年
税
三
円
、
海
苔
そ
だ
建
地
、
千
坪

一

季

一
円
～
の
内
容
と
い
え
る
が
、
村
下
海
面
が

「
お
よ
そ
」
と
さ
れ
、
し
か
も
全

体
で
三
二
〇
と
い
う
曖
味
な
面
積
表
示
が
注
目
さ
れ
る
。
勧
業
局
の
指
示
も
あ

っ
て
、
旧
慣
の

一
部
で
あ
る
部
内
町
村
だ
け
の
入
会
を
公
認
し
た
上
で
、
個
々

の
村
負
担
の
確
定
に
至

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
翌

一
三
年
四
月
に
は
荏
原
郡
側
も

部
長
の
指
導
、
説
得
に
よ

っ
て
自
粛
の
議
定
を
結
ぶ
に
至
り
、
永
年
に
わ
た
る

紛
争
も

一
応
の
結
着
を
み
る
が
３

「
海
面
宮
有
」
…
村

「借
区
」
の
承
認
が
権

利
と
し
て
の
入
会
を
解
体
し
た
の
も
確
か
で
あ
る
。

村
下
海
面
の
面
積
が
確
定
し
た

一
三
年
四
月
、
橘
樹
郡
で
は
添
田
知
義
を
た

て
大
師
河
原
村
営
業
者
と
入
会
六
カ
村
戸
長
、
議
員
と
の
間
で
海
苔
場
運
営
に

つ
い
て
新
た
な

「
契
約
書
」
が
作
成
さ
れ
⑩
入
会
関
係
に
大
き
な
変
化
が
起
き

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
で
は
従
来
の
合
議
精
算
方
式
を
廃
し
、
今

後
は
六
カ
村

へ
の
年
払
い

（
五
〇
円
）
と
し

「
後
日
所
用
之
儀

二
付
決
シ
テ
異

議
申
間
敷
事
」
と
海
苔
場
運
営
に
あ
た

っ
て
営
業
人
の
自
主
管
理
権
が
承
認
さ

れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
営
業
人
が
村
借
区
に
よ
る
海
苔
場
を
使
用
し
、
租
税
負
担
に
よ

り
資
格
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
か
ら
村
民
の
間
に
新
た
な
加
入
の
動
き
と
な

っ

て
表
面
化
し
、　
三
二
年
六
月
か
ら
の
村
内
の
紛
争
事
件
と
な
り
、
法
廷
に
ま
で

持
ち
込
ま
れ
た
が

一
五
年

一
二
月
、
添
田
知
義

（前
出
）
と
深
瀬
隆
健

（平
間

寺
住
職
）
を
仲
裁
人
に
和
解
決
着
し
て
い
る
。
こ
の

「
和
解
契
約
書
」
っ
で
は

開
設
以
来
の
海
苔
場
拡
張
の
経
過
に
触
れ
た
の
ち
、
営
業
人

（
こ
の
時
点
で
三

九
八
人
）
に
よ
る
非
営
業
村
人

へ
の
趨
意
金

（年
五
〇
円
宛
）
支
払
い
の
あ

っ

た
こ
と
、
八
十
八
人
が
加
入
を
要
求
し
紛
議
と
な

っ
た
過
去
の
経
緯
を
述
べ
以

下
、
海
苔
場
三
万
五
千
坪
の
増
し
借
り
を
県
に
出
願
し
、
八
十
八
人
に
割
り
渡

す
事
、
こ
の
費
用
は
村
民
に
割
合
い
八
十
八
名
の
負
担
と
し
、
組
合
っ
と
の
示

談
不
調
や
県
の
不
認
可
で
も
異
論
を
と
な
え
な
い
、
趨
意
金
は
従
前
ど
お
り
と

す
る
、
新
旧
の
海
苔
場
の
運
営
を
分
離
す
る
、
の
五
ケ
条
を
確
認
し
た
内
容
と

な

っ
て
い
る
。

こ
の
間
の
明
治

一
四
年

（
一
八
八

一
）
年
五
月
、
県
議
会
の
承
認
を
へ
た

「

漁
業
税
採
藻
税
則
」

（七
月

一
日
施
行
）
が
県
甲
八
七
号
達
で
布
達
さ
れ
、
第

四
類
第

一
、
海
藻
貝

一
戸
年
八
銭
、
第
二
、
海
苔
建
場

一
株

（延
長
凡

一
三
六

間
）
年
税
二
十
五
銭
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
村
単
位
の
借
区
課
税
に
加
え
て
藻

貝
採
取
ま
で
が
営
業
税
の
対
象
と
な
り
、
海
苔
営
業
者
に
も
増
税
を
課
し
て
い

る
。
更
に
六
月
の

「
漁
業
及
採
藻
営
業
規
則
」
で
は
営
業
者
の
資
格
と
し
て
同

業
者
二
名
と
戸
長
の
連
印
に
よ
る
郡
役
所
へ
の
届
出
を
義
務
づ
け
、
行
政
機
構

が
強
化
さ
れ
る
反
面
、
林
場
を
も
た
な
い
海
付
き
村
の
農
業
生
産
に
不
可
欠
な
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藻
員
に
よ
る
肥
料
づ
く
り
す
ら

「自
家
肥
料
モ
コ
ノ
限
リ
ニ
非
ズ
」
と
否
定
さ

れ
る
に
至

っ
た
。
そ
れ
は
前
年

一
一
月

「
太
政
官
布
告
四
八
号
」
に
よ
る
国
庫

下
渡
し
金
の
打
ち
切
り
、
県
財
政

へ
の
転
嫁
に
み
ら
れ
る
国
家
に
よ
る
収
奪
強

化
、
さ
ら
に

「備
荒
儲
蓄
法
」
原
案
執
行

（
一
四
年

一
月
）
で
の
県
会
無
視
、

強
行
姿
勢
と
の
関
連
で
問
題
と
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
府
県
の
官
治
体
制
進
行
と
旧
慣
秩
序
の
解
体
、
再
編
に
伴
う
諸

問
題
を
村
落
指
導
層
の
課
題
と
見
る
と
き
、
自
由
民
権
運
動
の
地
方
的
様
相
、

性
格
の
差
異
も
ま
た
明
ら
か
と
な
る
。
京
浜
で
は
添
田
知
義
ら
を
提
唱
者
に
明

治

一
四
年
二
月
、
民
権
結
社

「橘
樹
郡
親
陸
会
」
が
発
足
す
る
が
、
会
主
が
郡

長
で
あ
る
よ
う
に
官
側
の
協
調
回
復
の
意
図
も
含
む
官
民
協
調
色
の
強
い
性
格

で
あ

つ
た
９
ｏ
そ
こ
に
結
集
し
た
郡
域
村
落
指
導
層
の
意
図
と
期
待
も
官
治
と

の
接
点
や
地
域
間
の
諸
問
題
を
親
睦
と
対
話
を
通
じ
て
解
決
す
る
点
に
お
か
れ

て
お
り
、
初
回
に
は
大
師
河
原
村
か
ら
も
八
名
が
賛
同
者
と
な

っ
て
関
心
の
深

さ
を
示
し
て
い
る
。
ま
た

一
七
年
二
月
を
も

っ
て
こ
の
会
が
事
実
上
、
解
体
す
る

の
も
同
年
五
月
施
行
の
戸
長
管
区
制

（連
合
戸
長
役
場
）
に
よ
る
村
落
指
導
層

へ
の
県
、
郡
の
指
揮
力
強
化
の
結
果
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
地
域
の
自
由
民
権
運
動
が
官
と
の
協
議
を
条
件
と
し
た
の
は
三
新
法
体

制
に
よ
る
旧
慣
の
解
体
、
再
編
が
地
租
改
正
事
業
後
顕
著
と
な
る
多
面
的
生
産

動
向
を
伴
い
、
そ
の
進
行
に
と

っ
て
特
に
官
許
を
条
件
と
し
た
こ
と
も
背
景
に

あ
げ
ら
れ
⑩
対
政
府
の
運
動
と
し
て
よ
り
現
実
の
緊
張
関
係
を
背
景
に
運
動
の

形
態
が
選
択
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
明
治

一
七
年
の
風
水
害
を
期
と
し
た
鶴
見
川
河
日
の
潮
田
、
生
麦
両

村
に
よ
る
海
苔
場
開
設
が
神
奈
川
県
の
認
可
を
え
な
が
ら
、
大
森
村
ら
荏
原
郡

か
ら
の
異
議
、
訴
訟
を
う
け
そ
の
解
決
に
多
大
の
努
力
を
要
し
た
よ
う
に
っ
、

新
規
事
業
に
官
と
民
と
の
双
方
か
ら
の
承
認
が
条
件
と
さ
れ
、
協
議
が
必
要
と

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
急
速
な
上
か
ら
の
解
体
が
協
議

一
致
の

場
を
奪
い
、
産
業
上
の
地
域
利
害
や
個
々
の
貸
借
関
係
が
旧
慣
秩
序
と
対
立
し

合
意
解
決
し
な
い
時
、
法
的
秩
序
に
た
つ
司
法
や
上
級
行
政
機
関
の
強
権
に
依

存
す
る
期
待
も
上
層
農
民
の
間
で
拡
大
さ
れ
て
お
り
、
国
家
体
制
確
立
期
の
社

会
基
盤
形
成
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
よ
う
。

上
述
の
大
師
河
原
村
営
業
人
か
ら
の
新
規
率
請
は
直
ち
に
認
可
に
至
ら
ず
、

ま
た
営
業
人
も
そ
の
後
、
増
加
を
み
る
こ
と
な
く
町
村
制
の
施
行
を
迎
え
て
い

る
。
そ
の
主
た
る
理
由
が
認
可
権
を
強
め
た
県
側
の
姿
勢
に
あ
る
に
せ
よ
、
小

農
民
に
と
っ
て
営
業
税
の
負
担
に
加
え
て
明
治

一
五
年
を
境
と
し
て
の
大
不
況

の
影
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

と
に
か
く
海
面
利
用
を
め
ぐ
る
営
業
人
と
村
の
複
雑
な
関
係
が
最
終
的
に
確

定
し
、
近
代
的
編
成
を
と
げ
る
の
は
漁
業
組
合
法
施
行

（明
治
三
五
年
）
の
区

劃
漁
業
の
成
立
に
よ
る
が
、
そ
の
過
程
と
状
況
を
辿
る
と
き
、
近
代
国
家
が
課

題
と
し
続
け
た
地
方
統
治
に
と
っ
て
地
方
行
政
制
度
と
同
時
に
、
産
業
組
織
編

成
の
果
た
し
た
役
割
が
重
視
さ
れ
る
。

そ
れ
は
近
代
天
皇
制
国
家
の
社
会
支
柱
と
な
る
地
域

（産
業
）
指
導
層
の
組

み
こ
み
が
、
体
制
か
ら
除
外
さ
れ
た
生
活
の
場
と
し
て
の
旧
慣
秩
序
の
編
成
を

絶
え
ず
課
題
と
し
、
体
制
的
権
威
と
交
錯
し
な
が
ら
、
町

（村
）
ぐ
る
み
意
識

を
形
成
し
て
ゆ
く
過
程
と
も
深
く
関
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

（
１
）
　

他
に
国
、
川
崎
市
、
横
浜
市
、
日
本
鋼
管
卸

（
Ｎ
Ｋ
Ｋ
）
の
扇

島
造
成
事
業
に
よ
る
。
川
崎
漁
業
協
同
組
合

『海
』
昭
和
四
七

年
刊
。

『
同
上
書
』

『
大
師
町
町
勢
要
覧
』
大
正

一
二
年
刊
。

明
治
二
六
年
、
大
師
河
原
村
の
当
麻
氏
が
開
発
し
た
優
良
品
種

で
全
国
的
に
普
及
し
た
。

一
つ
は

「種
梨
長
十
郎
」
、　
一
つ
は

「
海
苔
養
殖
」
の
碑
。

公
害
に
つ
い
て
は

『
京
浜
公
害
関
係
史
料
』
県
立
図
書
館
刊
他
。

ま
た
埋
立
事
業
に
よ

っ
て
海
辺
が
す
べ
て
工
場
、
倉
庫
、
岸
壁

と
な

っ
て
い
る
。

（
７
）
　

内
務
省
東
京
土
木
出
張
所
編

『多
摩
川
改
修
工
事
概
要
』
昭
和

一
〇
年
刊
に
よ
れ
ば
大
正
七
年
か
ら
昭
和
八
年
ま
で
の
間
に
河

口
か
ら
多
摩
郡
砧
村
ま
で
の
三
二
』
が
完
成
し
、
河
口
は
五
四

五

ｍ
に
拡
大
さ
れ
た
。
高
水
位
堤
防
の
設
置
を
国
家
目
的
と
し

6  5      4  3  2
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た
こ
の
事
業
に
よ

っ
て
河
川
敷
と
な

っ
た
私
有
地
は
四
二
八
丁

歩
余
と
な

っ
て
お
り
、
流
域
の
果
樹
栽
培
に
と

っ
て
大
き
な
打

撃
と
な

っ
た
。
ま
た
県
営
に
よ
る
京
浜
運
河
開
削
事
業
は
昭
和

一
三
年
か
ら
開
始
さ
れ
、
河
口
の
浚
渫
に
あ
た

っ
て
い
る
。

（８
）

貝
類
、
疏
菜
、
果
実
な
ど
が
小
舟
や
徒
歩
で
運
ば
れ
、
塩
や

砂
糖
黍
な
ど
も
江
戸
商
人
の
手
で
集
荷
さ
れ
て
い
た
。
文
政
期

の

『村
鑑
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る

（
「
池
上
家
文
書
」
）
。

（９
）
　

入
会
猟
へ
の
農
村
側
の
申
立
て
に
よ
る
が
、
そ
の
範
囲
は
各
村

地
先

一
〇
〇
間
と
も
い
わ
れ
、
魚
類
の
繁
殖
に
障
害
と
な
ら
な

い
千
潟
海
面
の
共
同
利
用
。
拙
稿

「
天
保
期
漁
場
紛
争
と
地
域

の
民
衆
」
公
九
八

一
年

『筆
あ
と

一
号
』
所
収
）
に
よ
る
。

（
１０
）
　

『同
上
書
』
に
よ
る
。
天
保

一
一
年
か
ら

一
三
年
に
か
け
立
浦

か
ら
の
訴
訟
事
件
は
幕
府
の
農
間
余
業
取
締
り
も
あ
っ
て
、
農

村
側
不
利
が
伝
え
ら
れ
た
が
、
籠
訴
訟
を
は
じ
め
、
御
箱
嘆
願

書
の
提
出
な
ど
農
民

一
揆
寸
前
の
状
況
を
背
景
と
し
た
運
動
で

農
村
の
主
張
が
承
認
さ
れ
た
。

（
Ｈ
）
　

『
羽
田
史
誌
』

（昭
和
五
〇
年
、
羽
田
神
社
）
に

「取
替

一
札

之
事
」
。

（
‐２
）
　

伊
藤
好

一
「神
奈
川
県
に
お
け
る
大
小
区
制
の
施
行
過
程
」
に

よ

る

。

（
‐３
）
　

横
浜
市
鶴
見
区
、
熊
野
神
社
境
内

「寿
蔵
碑
」
碑
文
に
よ
る
。

造
立
者
、
添
田
知
通
。

（明
治
二
七
年
）

（
‐４
）
　

イ

「池
上
家
文
書
」
内
に
訴
状
、
和
解
の
文
書
が
あ
る
。
ロ

「慶
応
大
学
所
蔵
文
書
」
内
に

一
件
文
書
が
あ
る
。
ハ

『羽
田

史
誌
』
他
。
二

「添
田
家
文
書
」
村
政
二
～
二

「内
索
御
取
調

答
控
」
。

『京
浜
歴
科
研
会
報
』
三
七
号

（八
七
年
三
月
）
に
紹

介
。

（
‐５
）
　

ホ

「添
田
家
文
書
」
農
兵
関
係
。

『川
崎
関
係
資
料
集
』
ｍ
三

川
崎
中
原
図
書
館
刊
。
へ

「添
田
家
文
書
」
用
水
関
係
。

（
‐６
）
　

大
正
九
年
九
月
、
創
業
五
〇
年
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ
、
川
崎

大
師
境
内
に
現
存
し
て
い
る
。

（
‐７
）
　

横
浜
市
鶴
見
区
市
場
町
の
同
家
文
書

（写
）
は
県
史
編
纂
事
業

後
、
横
浜
開
港
資
料
館
に
て
公
開
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
か

ら
明
治
、
大
正
期
ま
で
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

（
‐８
）
　

「
添
田
家
文
書
」
産
業
・
海
苔
八
。
こ
の
関
係
文
書
に
上
申
書

や
仕
法
書
な
ど
が
あ
る
。

（
‐９
）
　

海
苔
場
開
設
が
封
建
規
制
下
の
特
権
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

『
羽

田
史
誌
』
他
で
理
解
さ
れ
る
。

（
２０
）
　

明
治
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
大
規
模
な
臨
海
新
田
開
発
計
画

が
貫
属
と
各
村
集
議
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
県
令
も
賛
意
を
表

し
た
が
、
政
府
に
否
認
さ
れ
て
い
る
。

『京
浜
歴
科
研
会
報
』

三
六
号
に

「開
墾
願
」
な
ど
紹
介

（添
田
家
文
書
）
。
ま
た
防

潮
堤
の
修
繕
費
問
題
も

『神
奈
川
県
史
料
』
第
二
巻
拓
地
に
所

収
。

（
２‐
）
　

新
橋
と
高
島
町
間
の
鉄
道
開
設
に
あ
た
っ
て
沿
線
の
村
で
は

「請
け
書
」
を
差
し
出
し
て
取
り
締
ま
り
に
あ
た
っ
て
い
る
。

（
２２
）
　

「添
田
家
文
書
」
水
利
二
～
明
治
四
年
の
用
水
組
合
各
村
の
請

け
書
が
あ
る
。

（
２３
）
　

こ
こ
で
は
大
師
河
原
村
名
主
の
個
人
開
発
に
よ
る
池
上
新
田
が

名
を
連
ね
て
十

一
カ
村
と
し
て
い
る
。

（
２４
）
　

太
政
官
布
告

一
九
五
号
～
従
来
人
民
に
於
て
海
面
を
区
劃
し
捕

魚
採
藻
等
の
為
所
用
致
候
者
も
有
之
候
虎
右
は
固
よ
り
宮
有
に

し
て
本
年
二
月
第
二
十
三
琥
布
告

（
＊
雑
税
廃
止
）
以
後
は
所

用
の
権
無
之
候
條
従
前
之
通
所
用
致
度
者
は
前
文
布
告
但
書
に
準

し
借
用
の
儀
其
管
轄
官
庁
へ
可
願
出
此
旨
布
告
候
事

太
政
官
達
二

一
五
号
～
捕
魚
採
藻
の
為
海
面
所
用
の
儀
に
付
今

般
第
百
九
十
五
号
を
以
て
布
告
候
に
付
て
は
右
借
用
願
出
候
者

は
調
査
の
上
差
許
し
其
都
度
内
務
省
へ
可
届
出
此
旨
相
達
候
事

（
『東
京
内
湾
漁
業
史
料
』
原
暉
三
編
著
に
よ
る
。
）

（
２５
）
　

土
砂
の
陸
援
隊
出
身
で
横
浜
税
関
長
も
つ
と
め
た
開
明
派
県
令
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で
後
、
自
由
党
副
総
理
と
な
る
。

（２６
）
　

「
添
田
家
文
書
」
明
治

一
五
年

一
二
月

『和
解
契
約
書
』
他
に

よ
る
が
、
こ
の
海
面
認
可
坪
数
の
増
加
状
況
は
前
掲
の

『海
』

で
も
判
然
と
し
な

い
。

（２７
）
　

「
添
田
家
文
書
」
に
よ
る
。
な
お

「神
奈
川
県
公
報
」
に
よ
る

明
治
二
五
年

一
二
月
末
の
戸
数
八
七
三
戸
、
現
住
人
口
五
九
六

六
人
で
ほ
ぼ
自
然
増
を
示
し
て
い
る
。

（２８
）
　

太
政
官
達
七
四
号
～
明
治
八
年
十
二
月
第
二
百
十
五
号
を
以
て

捕
魚
採
藻
之
為
め
海
面
所
用
の
儀
に
付
相
達
候
庭
詮
儀
之
次
第

有
之
右
但
書
取
消
し
候
條
以
来
各
地
方
に
於
て
適
宜
府
県
税
を

賦
し
営
業
取
締
は
可
成
従
来
の
慣
習
に
従
ひ
処
分
可
致
此
旨
相

達
候
事

（
『東
京
内
湾
漁
業
史
料
』
）

（２９
）
　

全
国
的
に
は
和
歌
山
、
茨
城
、
愛
知
、
二
重
の
各
県
で

一
揆
が

起
き
て
い
る
。
神
奈
川
で
は

一
一
年
の

「真
土
事
件
」
の
発
端

と
な
る
地
券
名
義
書
換
え
問
題
が
旧
慣
と
対
立
と
し
て
起
き
て

い
る
。

（
３０
）
　

神
奈
川
県
で
は

一
一
年
六
月
、
大
師
河
原
村
七
カ
村
に
旧
慣
遵

守
を
指
示
し
、　
〓

一年
に
警
察
官
を
現
地
に
派
遣
し
て
紛
争
防

止
に
つ
と
め
て
い
た
が
、　
三
二
年
二
月
の

『東
京
横
浜
毎
日
新

聞
』
に
よ
れ
ば
、
大
森
村
ら
の
漁
民
百
人
が
海
苔
場
に
乱
入
し
、

警
察
が
阻
止
し
た
と
い
う
。

『
羽
田
史
誌
』
で
は
こ
の
直
後
、

荏
原
郡
長
の

「
海
面
稼
方
出
入

二
付
当
分
海
面
へ
立
入
ラ
サ
ル

諭
達
」
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
３‐
）
　

『
東
京
内
湾
漁
業
史
料
』
八
二
の
大
久
保
の
指
示
書
が

『
羽
田

史
誌
』
と
異
な

っ
て
い
る
。
間
接
記
録
と
原
文
の
差
と
み
ら
れ

る
。
ま
た
明
治

一
五
年
に

「海
面
標
点
杭
」
が
設
置
さ
れ
、
最

終
的
に
境
界
が
確
定
す
る
。

（
３２
）
　

長
州
出
身
。
外
務
権
大
丞
を
へ
て
明
治
九
年
二
月
二
八
日
、
神

奈
川
県
権
令
と
な
り
、
同

一
一
年
に
県
令
と
な

っ
て
い
る
。

「
野
村
靖
建
議
書
に
み
る
官
民
共
和
県
政
」
大
湖
賢

一
『京
浜

歴
科
研
年
報

』
一
号
所
収
。

（
３３
）
　

『
羽
田
史
誌

』
二
五
六

ｐ

（
３４
）
　

生
麦
村
名
主
、
戸
長
、
筆
生
の
家
文
書
。　
一
一
年
末
か

一
二
年

初
頭
と
お
も
わ
れ
る
が
、
県
の
記
録
が
焼
失
し
た
た
め
貴
重
な

記
録
と
言
え
よ
う
。　
一
〇
町
歩
三
円
は
県
の
海
面
認
可
を
示
し

て
い
る
。

（
３５
）
　

『羽
田
史
誌
』

（
３６
）
　

「添
国
家
文
書
」
海
苔
関
係
。
知
義
は
知
通
の
長
男
で
市
場
村

戸
長
、
そ
の
後
、
町
田
村
村
長
、
県
会
議
員
、
衆
議
院
議
員
を

歴
任
し
た
。

（３７
）
　

「添
田
家
文
書
」

（
３８
）
　

こ
こ
で
は
入
会
の
組
合
村
の
承
認
。

（３９
）
　

「自
由
民
権
運
動
期
の
橘
樹
郡
」
拙
稿

（
『京
浜
歴
科
研
年
報
』

一
号
）
所
収
。

（
４０
）
　

「同
　
上
」

（
４‐
）
　

『市
制
施
行
と
横
浜
の
人
び
と
』

（横
浜
開
港
資
料
館
刊
）
所

収
の

「関
国
家
文
書
」
、

「
添
田
家
文
書
」
の

「知
義
経
歴
書
」

に
よ
る
。
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